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２
月
７
日
冬
晴

れ
の
穏
や
か
な
休

日
に
衝
撃
的
な
ニ

ュ
ー
ス
が
駆
け
巡

っ
た
。
北
朝
鮮
が

開
発
中
の
長
距
離

弾
道
ミ
サ
イ
ル
を

発
射
、
沖
縄
上

空
を
通
過
し
多
く

の
国
民
が
か
た
ず
を
飲
ん
だ
▼

政
府
は
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
発

射
を
強
烈
に
非
難
、
経
済
制
裁

の
強
化
に
踏
み
切
る
姿
勢
だ
。

多
く
の
マ
ス
コ
ミ
が
北
朝
鮮
の

脅
威
を
強
調
、
有
事
へ
の
対
応

の
拡
充
が
必
要
と
の
先
走
っ
た

報
道
も
あ
っ
た
▼
北
朝
鮮
政
府

の
姿
勢
は
国
際
平
和
へ
の
挑
戦

で
あ
り
断
じ
て
許
さ
れ
な
い
。

し
か
し
そ
れ
に
呼
応
し
て
軍
備

拡
張
が
必
要
と
の
政
府
・
マ
ス

コ
ミ
の
主
張
こ
そ
私
た
ち
へ
の

脅
威
だ
▼
日
本
は
平
和
憲
法
の

存
在
に
よ
り
国
際
的
に
も
信
頼

さ
れ
、
70
年
に
わ
た
り
平
和
を

堅
持
し
て
き
た
。
し
か
し
、
自

民
党
安
倍
政
権
は
東
ア
ジ
ア
の

脅
威
を
誇
張
し
、
昨
年
９
月
に

集
団
的
自
衛
権
行
使
を
可
能
と

す
る
戦
争
法
を
強
行
成
立
さ
せ
、

行
使
の
機
会
を
虎
視
眈
々
と
狙

っ
て
い
る
。
こ
れ
を
好
機
に
世

論
を
喚
起
さ
せ
、
７
月
の
参
議

院
議
員
選
挙
後
に
平
和
憲
法
改

悪
に
突
き
進
み
、
戦
争
す
る
国

に
大
き
く
前
進
さ
せ
る
に
違
い

な
い
▼
戦
争
国
家
に
突
き
進
む

安
倍
政
権
に
Ｎ
Ｏ
を
突
き
付
け

る
た
め
に
も
、
平
和
運
動
へ
の

結
集
に
加
え
、
来
た
る
参
議
院

議
員
選
挙
闘
争
で
勝
利
し
よ
う
。

県人勧完全実施・差額３月31日支給へ県人勧完全実施・差額３月31日支給へ

回答する風早総務部長（中央）

職場課題の改善に向けて総務部長交渉に臨む県職労執行部

　

県
職
労
は
賃
金
確
定
闘
争
と

併
せ
て
人
員
不
足
、
超
過
勤
務

等
の
職
場
課
題
を
中
心
に
、
１

月
27
日
人
事
課
長
、
２
月
１
日

総
務
部
長
と
の
独
自
交
渉
を
実

施
し
た
。

　

高
齢
層
の
勤
務
意
欲
確
保
策

に
つ
い
て
、
当
局
は
主
幹
任
用

の
拡
大
や
勤
勉
手
当
の
運
用
上

の
工
夫
に
努
め
る
と
の
従
前
の

回
答
に
終
始
し
た
こ
と
か
ら
、

総
合
的
見
直
し
導
入
で
行
政
職

４
級
・
５
級
を
中
心
に
現
給
保

障
期
間
で
賃
金
水
準
が
回
復
し

な
い
職
員
が
相
当
数
発
生
す
る

こ
と
を
指
摘
し
、
実
感
で
き
る

勤
務
意
欲
策
を
示
す
よ
う
求
め

た
。

　

欠
員
に
つ
い
て
、
当
局
は
１

月
時
点
の
欠
員
数
が
１
４
５
人

と
昨
年
10
月
時
点
に
比
し
て
５

人
し
か
解
消
さ
れ
て
い
な
い
実

情
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、

来
年
度
２
１
０
人
規
模
の
新
規

採
用
を
は
じ
め
マ
ン
パ
ワ
ー
不

足
解
消
に
努
め
る
と
し
た
。
交

渉
で
は
各
所
属
の
深
刻
な
職
場

実
態
を
訴
え
、
確
実
な
人
員
確

保
を
求
め
た
。

　

超
勤
課
題
に
つ
い
て
、
多
く

の
公
所
で
超
勤
予
算
が
不
足

し
、
不
払
い
残
業
の
実
態
に
あ

る
こ
と
を
追
及
。
当
局
か
ら
は

実
態
に
則
し
た
超
過
勤
務
手
当

の
支
給
と
な
る
よ
う
各
所
属
の

勤
務
実
態
を
把
握
し
て
対
応
す

る
と
の
回
答
を
引
き
出
し
た
。

改
め
て
超
過
勤
務
予
算
の
確

保
、
実
効
性
あ
る
業
務
縮
減
策

を
求
め
た
。

　

欠
員
解
消
な
ど
で
一
定
の
前

進
回
答
を
引
き
出
し
た
も
の

の
、
具
体
的
な
改
善
に
は
至
っ

て
お
ら
ず
、
継
続
し
て
取
り
組

む
こ
と
を
確
認
。
賃
金
課
題
と

併
せ
て
、
春
闘
の
要
求
・
交
渉

を
通
じ
て
要
求
実
現
を
求
め
て

い
く
。
組
合
員
の
結
集
を
改
め

て
お
願
い
す
る
。

　

県
地
方
公
務
員
共
闘
会
議
は
、
２
月
１
日
、

２
０
１
５
賃
金
改
定
交
渉
の
最
終
局
面
と
な
る

総
務
部
長
交
渉
を
行
っ
た
。
越
年
闘
争
ヤ
マ
場

の
１
月
26
日
の
人
事
課
長
交
渉
で
は
部
長
交
渉

時
に
明
ら
か
に
す
る
と
し
た
賃
金
改
定
の
差
額

支
給
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
と
も
に
、
給
与
制
度

の
総
合
的
見
直
し
の
取
扱
い
と
具
体
的
な
勤
務

意
欲
確
保
策
が
焦
点
と
な
っ
た
。

「
給
与
制
度
の
総
合
的
見
直
し
」
導
入
崩
せ
ず

 

〜「
勤
務
意
欲
確
保
策
は
継
続
し
て
検
討
す
る
」と
回
答
〜

2015賃金改定

職
場
課
題
の
改
善
に
向
け
当
局
交
渉

―

欠
員
解
消
・
超
勤
手
当
の
適
正
配
分
求
め
る―
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通
勤
手
当
・
住
居
手
当
等
の

負
担
軽
減
に
向
け
て
課
題
意
識

を
持
っ
て
検
討
を
行
っ
て
い
る

と
し
な
が
ら
も
、
条
例
改
正
を

要
す
る
事
項
は
人
事
委
員
会
勧

告
を
受
け
て
行
う
こ
と
が
基
本

と
回
答
し
具
体
的
な
改
善
策
は

示
さ
れ
な
か
っ
た
。
通
勤
手
当

は
、
引
き
続
き
職
員
の
負
担
の

実
情
を
よ
く
見
な
が
ら
「
今
後
の

改
定
の
必
要
性
」
に
つ
い
て
人
事

委
員
会
の
課
題
意
識
を
踏
ま
え
て

検
討
す
る
と
回
答
。
継
続
し
て
協

議
し
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

職
員
へ
の
影
響
を
認
識
し
つ

つ
も
、
県
人
勧
の
尊
重
、
国
や

他
県
と
の
均
衡
等
を
勘
案
し
、

「
勧
告
通
り
の
実
施
」
を
明
言
。

併
せ
て
高
齢
層
職
員
の
勤
務
意

欲
確
保
に
配
慮
し
、
退
職
金
の

調
整
額
を
国
並
み
に
改
定
し
支

給
水
準
を
維
持
す
る
と
し
、
職

員
１
人
当
た
り
平
均
14
万
円
の

増
額
と
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
交
渉
団
は
、
こ
の
措
置

で
は
、
３
年
の
現
給
保
障
期
間

で
賃
金
水
準
が
回
復
し
な
い
職

員
が
相
当
数
生
じ
る
こ
と
、
制

度
導
入
に
伴
う
中
高
齢
層
職
員

へ
の
具
体
的
な
勤
務
意
欲
確
保

策
が
示
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
制
度
導
入
は
納
得
で
き
な

い
と
判
断
し
、
再
考
を
求
め
た

と
こ
ろ
「
勤
務
意
欲
の
課
題
は

継
続
し
て
協
議
す
る
」
と
の
回

答
を
引
き
出
し
た
。

　

月
例
給
・
一
時
金
に
加
え
、

実
績
給
の
一
部
（
９
月
〜
２
月

に
係
る
超
過
勤
務
手
当
等
）
に

つ
い
て
は
３
月
31
日
、
そ
の
他

の
実
績
給
（
４
月
〜
８
月
及
び

３
月
の
超
過
勤
務
手
当
等
）
は

４
月
15
日
支
給
の
回
答
を
引
き

出
し
た
。

　

年
度
内
差
額
支
給
を
勝
ち

取
っ
た
も
の
の
、
早
期
に
公
民

格
差
を
解
消
す
べ
き
と
こ
ろ
国

に
追
随
し
て
給
与
改
定
が
年
度

末
と
な
っ
た
こ
と
に
関
し
て
改

め
て
遺
憾
の
意
を
表
明
。
今
後

同
様
な
事
態
が
生
じ
な
い
よ
う

求
め
た
。

　

当
局
は
、
一
層
の
歳
出
見
直

し
等
に
努
め
た
も
の
の
、
社
会

保
障
費
の
増
等
も
あ
り
、
人
件

費
を
含
め
た
歳
出
削
減
努
力
が

必
要
と
判
断
し
た
と
回
答
。
提

案
通
り
の
実
施
を
崩
さ
な
か
っ

た
。
交
渉
団
か
ら
は
人
勧
に
よ

ら
な
い
措
置
で
あ
り
、
特
例
と

い
い
な
が
ら
12
年
目
の
長
期
に

わ
た
る
措
置
は
異
常
で
あ
る
こ

と
、
財
政
難
の
責
任
を
職
員
に

転
嫁
す
る
こ
と
は
納
得
で
き
な

い
と
し
、早
期
解
消
を
求
め
た
。

な
お
、
他
の
諸
手
当
や
給
料
月

額
な
ど
の
減
額
措
置
は
し
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
。

　

事
務
作
業
上
４
月
支
給
と
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
部
分
を
除

き
、
差
額
支
給
の
大
半
に
つ
い

て
年
度
内
支
給
を
確
約
さ
せ
た

こ
と
は
大
き
な
成
果
だ
。一
方
、

給
与
制
度
の
総
合
的
見
直
し
は

導
入
撤
回
に
は
至
ら
な
か
っ
た

も
の
の
、
退
職
金
の
支
給
水
準

の
確
保
と
と
も
に
、
勤
務
意
欲

確
保
策
を
継
続
し
て
検
討
す
る

よ
う
当
局
に
認
識
さ
せ
る
な
ど

一
定
の
回
答
を
引
き
出
し
た
。

し
か
し
、
制
度
導
入
に
よ
る
職

員
の
勤
務
意
欲
の
失
墜
は
明
ら

か
で
、
と
り
わ
け
現
給
保
障
終

了
後
の
賃
金
水
準
の
確
保
が
重

要
な
課
題
だ
。
諸
手
当
の
課
題

も
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
県

職
労
は
越
年
闘
争
を
終
結
す
る

も
の
の
、
引
き
続
く
春
闘
で
具

体
的
な
勤
務
意
欲
策
と
諸
手
当

改
善
を
は
じ
め
要
求
実
現
を
求

め
て
い
く
。

■ 

２
０
１
５
賃
金
改
定
・
差
額
支
給

■ 

交
渉
結
果
と
今
後
の
課
題

■ 

給
与
制
度
の
総
合
的
見
直
し

■ 

諸
手
当
改
善

■ 

給
料
の
特
別
調
整
額
（
管
理
職
手
当
）
減
額
措
置
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職場実態報告に耳を傾ける県職労の参加者

音楽セラピーで心と体をほぐす様子

　

毎
年
１
〜
３
月
は
「
女
性
の

権
利
確
立
運
動
強
化
月
間
」。

元
よ
り
の
人
員
不
足
や
１
５
０

人
も
の
欠
員
が
出
て
い
る
上
、

復
興
・
国
体
が
重
な
り
残
業
が

続
き
休
暇
を
取
れ
な
い
と
の
女

性
職
員
の
声
が
増
え
て
い
る
。

先
月
実
施
し
た
生
休
年
休
ア
ン

ケ
ー
ト
で
は
、「
体
調
不
良
を

感
じ
て
い
る
」
や
「
精
神
的
・

身
体
的
に
き
つ
い
た
め
、
定
年

ま
で
働
け
な
い
か
も
し
れ
な

い
」と
回
答
し
た
仲
間
が
多
い
。

そ
も
そ
も
、
男
性
と
女
性
は
体

の
構
造
が
異
な
り
、
骨
格
や
筋

肉
量
・
代
謝
も
違
う
。
そ
の
た

め
男
性
と
女
性
が
同
じ
よ
う
に

働
い
た
場
合
、
体
を
壊
し
や
す

い
の
は
女
性
だ
。
ま
た
、
女
性

は
、
毎
月
の
生
理
や
年
齢
に
よ

っ
て
ホ
ル
モ
ン
バ
ラ
ン
ス
が
変

化
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
じ
よ

う
に
働
い
て
い
て
も
、
体
を
壊

さ
ず
働
け
る
時
期
も
あ
れ
ば
、

壊
し
や
す
い
時
期
も
あ
る
。
そ

の
た
め
「
生
理
休
暇
」
な
ど
が

必
要
と
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
な
体
の
構
造
も
あ

り
、
人
員
不
足
が
深
刻
化
し
た

現
状
で
は
、
女
性
職
員
が
体
調

不
良
に
追
い
込
ま
れ
や
す
く
、

近
年
、
女
性
職
員
の
早
期
退
職

が
多
く
な
っ
て
い
る
。
職
場
に

つ
い
て
い
け
な
い
女
性
職
員
が

悪
い
の
で
は
な
く
、
女
性
職
員

も
体
を
壊
す
こ
と
な
く
働
け
る

職
場
体
制
が
必
要
だ
と
い
う
認

識
を
共
有
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
た
め
に
も
女
性
の
仲
間
で

集
ま
り
職
場
の
実
態
を
持
ち
寄

り
、
課
題
を
話
し
合
い
分
析
し

て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
。

　

２
月
６
日
、
県
本
部
女
性
集

会
が
盛
岡
市
で
開
催
さ
れ
、
県

職
労
か
ら
は
６
人
が
参
加
し

た
。
音
楽
セ
ラ
ピ
ー
で
心
と
体

を
ほ
ぐ
し
た
後
、
職
場
実
態
交

流
を
行
っ
た
。参
加
者
か
ら
は
、

「
人
権
は
保
障
さ
れ
る
べ
き
な

の
に
、
常
識
が
理
解
さ
れ
な
い

ま
ま
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
で
苦
し
ん

で
い
る
仲
間
が
多
い
こ
と
が
分

か
り
勉
強
に
な
っ
た
」
と
い
う

発
言
な
ど
、
仲
間
の
考
え
を
共

有
し
、
改
善
に
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2016春闘アンケート結果

県職労春闘課題
　自治労県本部が実施した「2016 春闘
アンケート」（県職労分）の集計結果
がまとまった。
　生活実態や賃金水準の満足度などに
ついて昨年の結果と対比して掲載して
います。ここで明らかになった課題と
越年闘争の成果などを踏まえ、今後の
支部・分会学習会等で課題を共有しな
がら 2016 春闘での要求実現に向けて
取り組への結集をお願いする。
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Ｑ３  昨年と比較して、あなたの生活実態は
　「苦しくなった」32.4％（-1.9）、「非常に苦しくなった」8.1％（-1.4）が合わせて 40.5％（-3.3）、「変
わらない」は 3.8％増加している。昨今は 2014 年度のプラス改定もあり改善の兆しもみられ
るが、全体的には生活改善が実感できる賃金水準とは程遠く、大幅な改善には至っていない。
2016 年４月から導入される給与制度の総合的見直しにより、わずかに改善した生活実態も再
度厳しくなるものと考えられることから、賃金改善を強く要求していく必要がある。

　「11 ～ 20 時間」が 20.0％（－2.8）と減少したのに対し、「21 ～ 30 時間」が 10.1％（＋1.4）、
「31 ～ 45 時間」が 8.2％（＋1.9）と長時間勤務者が増加している。震災直後に比して超過勤
務時間は減少傾向であったが、本格復興期を迎え、長時間の時間外勤務が増加傾向となって
いる。

Ｑ12  あなたは次の政策のうち何に関心がありますか（3つまで）
　組合員が関心を持っている制度政策要求は、「不況・経済対策」665 人（21.3％）、「医療・介護」
566 人（18.1％）、「子育て・保育」418 人（13.4％）といった、自身の生活に直接関連する課
題に集中している。一方で、労働法制、消費税増税、平和外交（集団的自衛権）、憲法問題など、
安倍政権が改悪を進め、本年７月の参議院議員選挙で焦点となる課題への関心度は低いこと
から、政治闘争に向けた学習の強化が必要である。

Ｑ８  あなたはサービス残業をしていますか
　サービス残業を「している」が 46.0％（＋2.1）となっており、サービス残業の実態は昨今
増加傾向にある。回答の約５割弱がサービス残業である実態は極めて問題があると指摘せざ
るを得ない。

Ｑ９  あなたが１月～12月に使用した年次有給休暇は何日ですか
　「９日以下」45.8％（＋3.2）、「10 ～ 15 日」32.9％（＋1.7）となる一方で、「16 ～ 21 日」18.9％（－
3.2）となっており、年休取得率が総じて減少している。本格復興による業務量の増加や大規
模な欠員の発生による業務多忙化により思うように休めない実態が表れている。 

Ｑ６  あなたの2016賃金要求額は
　県職労全体の「中央値」は 10,129 円（▲309 円）となっている。中央値のゾーンである「１
万円程度」が 36.9％（－2.8）と減少したものの、「２万円程度」13.6％（＋0.6）と要求額が増
となっている区分も散見される。2014 年度のプラス改定などもあり賃金水準の若干の回復か
ら中央値は減少したと考えられるが、依然として生活改善を実感できる賃金水準にはほど遠
く、更なる賃金要求が必要であることが把握できる。

Ｑ５  あなたの生活の満足度は
　「賃金水準」の満足度は「やや不満」「大いに不満」が 44.6％と５割近くの組合員が不満を
感じている。「貯蓄」についても不満の傾向が高い。本格復興による労働負荷の増大から「労
働時間」での「やや不満」「大いに不満」が 28.0％（＋3.1）と悪化している。他の調査項目に
ついては若干上向いた結果も見受けられるが、全体的には前年度とほぼ同様の結果であり、
生活・職場改善が実感できる状況からはほど遠い現状が伺える。
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（賃金・生活水準満足度）
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( 労働時間等労働条件満足度 )
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